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（届出概要説明資料）

審議案件に関する概要

平成２８年１０月３１日第１部会提出

届出条項 大規模小売店舗立地法第５条第１項（新設）

届 出 日 平成２８年３月２５日

担当部署 空知総合振興局産業振興部商工労働観光課

１．届出者

氏名又は名称及び代表者の氏名 住 所

株式会社コメリ 代表取締役 捧 雄一郎 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

２．届出事項

(1)店舗名及び所在地 （仮称）美唄市東５条北５丁目商業施設

美唄市東５条北５丁目１４５３番地１５７他

(2)小売業者名、代表者名及び住所 株式会社コメリ 代表取締役 捧 雄一郎

新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

(3)新 設 日 平成２８年１１月２６日

(4)店舗面積の合計 ４，９５９㎡

(5)施設の配置 駐車場の収容台数 １３０台

駐輪場の収容台数 １２台

荷さばき施設の面積 ９８㎡

廃棄物保管施設の容量 ５０ m3

(6)施設の 開店時間・閉店時間 午前６時３０分～午後９時４５分

運営方法 駐車場の利用時間帯 午前６時００分～午後１０時００分

駐車場の出入口数 ６箇所（出入口６箇所）

荷さばき時間帯 午前６時００分～午後１０時００分
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３．審査事項

(1)駐車場整 指針必要駐車台数の整備 必要駐車台数２５９台＞設置台数１３０台

備等への 従業員駐車場等の整備 ２０台

配慮 駐輪場（自動二輪車を １２台

含む）の整備

来客車両等の入出庫方法 平面自走式 オペレーター無

搬入車両等の誘導 計画的な搬入により、一時的に搬出入車両が集中

しないように配慮し、荷さばき施設２は駐車場を

利用するが、店舗開店前に処理を終える。

歩行者の安全対策 ①駐車場出口には一旦停止ラインの標示をおこな

い、歩行者や自転車の安全確保に配慮する。

②店舗社員や取引先業者に対し、店舗周辺及び駐

車場内走行時の安全確認や低速走行等に行うよう

徹底指導を行う。

③荷さばき車両業者に対し、走行時及び荷さばき

時には歩行者・自転車の安全確認に努めるよう徹

底指導を行う。

交通整理員の配置 繁忙日には交通整理員６名程度を駐車場出入口周

辺（６カ所）に配置し、交通渋滞の緩和、交通安

全に努めます。

除排雪による堆積方法 ①原則として１０㎝以上の積雪が生じた場合に除

雪を行う。

②一時堆雪帯を設置する。（駐車場２７台分）

③出入口については、積雪で交通視認の妨げにな

らないよう留意する。

④除雪作業は午前６時以降の開始とし、開店時刻

までに終了する。

(2)騒音発生 昼間の等価騒音ﾚﾍﾞﾙの予 予測地点 環境基準値 予測結果 評 価

への配慮 測結果 １ ５５ dB ４１ dB ○

２ ５５ dB ４０ dB ○

３ ５５ dB ４６ dB ○

４ ５５ dB ４７ dB ○

５ ５５ dB ４６ dB ○
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夜間の等価騒音ﾚﾍﾞﾙの予 予測地点 環境基準値 予測結果 評 価

測結果 １ ４５ dB ２１ dB ○

２ ４５ dB １７ dB ○

３ ４５ dB １８ dB ○

４ ４５ dB ２０ dB ○

５ ４５ dB ２６ dB ○

夜 間 の 音 予測地点 音源の種類 環境基準値 予測結果 評 価

源毎騒音ﾚ a 吸排気ガラリ ４０ dB ３０ dB ○

ﾍﾞﾙ最大値 b 冷凍機室外機 ４０ dB １４ dB ○

の予 b キュービクル ４０ dB １１ dB ○

測結果

騒音問題の一般的対策 ①来客者へは店内放送を等を通じて、アイドリン

グ停止の呼びかけをし、騒音の軽減に配慮する。

②通常夜間（午後１０時から翌午前６時まで）の

除排雪は行わない。

荷さばき作業等の対策 ①夜間（午後１０時から翌午前６時まで）の荷さ

ばき作業は行いません。

②計画的な搬入を行うことにより、搬入台数を減

少させる配慮をします。

③搬入業者に作業時間の短縮に努めるよう指導し

ます。

④搬入業者にアイドリング停止を徹底させる。

付帯設備・施設等の対策 設置時には最新の低騒音型を導入するなどして、

騒音の低減に配慮する。

青少年等の蝟集等の対策 営業時間外は、入口に施錠を行い、暴走車両

等の進入して騒音公害を起こさないように努

める。

その他の対応方策 ①従業員及び取引先に自動車の低速走行の指導を

行う。

②地域住民から騒音に対する苦情があった場合に

は適切な対策を講じる。
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(3)廃棄物等 指針容量の整備 指針容量２１ m3
≦ 設置容量５０ m3

への配慮 保管場所の位置、構造等 廃棄物保管施設は堅牢な密閉型の施設とし、飛散

防止や美観に配慮する。

運搬・処理対策 廃棄物の分別を徹底し、運搬時の引き取り作業の

迅速化を図る。

減量化、リサイクル等 段ボール等のリサイクルを徹底する。

調理臭、悪臭の飛散防止 生鮮品は扱わないので、悪臭の発生はない。

その他の対応方策 店舗運営責任者（店長）との連携を図り、生活環

境問題を発生させる恐れがある場合は、適切な対

応策を講じる。

(4)街並みづくり等への配慮 ①当地域において街並みづくりが行われる場合、

取り組みを阻害することのないよう調和を図る。

②広告塔・駐車場の照明灯は向き及び光量を調整

し、地域住民に悪影響を与えないように配慮する。

③当該店舗の敷地周辺には、周囲に緑地帯を設け

環境整備に配慮します。

④店舗周辺において、ポイ捨てごみの散在や周囲

の雑草が生えることがないように、清掃及び景観

に配慮します。

(5)防災対策への配慮 地方公共団体等から災害時における避難場所とし

て駐車場等敷地の一部の使用、あるいは店舗で取

り扱っている物資の緊急時における提供を行うた

めの要請があった場合は、必要な協力を行う、と

しています。

(6)防犯対策への配慮 ①営業時間終了後の出入口は、施錠し防犯に努め

ます。

又所轄警察署との連携を図って管理者が責任を

持って緊急時の対応等を行います。

②夜間は適切な照明設備の設置し、防犯対策の協

力に努めます。

(7)関係行政機関との協議状況

公安委員会（警察） 道警本部交通規制課、美唄警察署交通課
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届出の概要を説明し、助言を受け対応する。

地元市町村 美唄市経済部商工観光課、都市整備部都市計画課

届出の概要を説明し、了承を受ける。

道路管理者 美唄市都市整備部都市計画課

届出の概要を説明し、了承を受ける。

その他関係機関

４．市町村、住等の意見

(1)市町村の意見 なし

(2)住民等の意見 あり (別添参照）

５．道（空知総合振興局連絡調整会議）の意見案

意見を述べる必要がないものと考える 。

※法第 6条第２項、法附則第 5条第１項の届出は、これを準用すること。
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